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広多賀谷多目的広場での家庭から出た災害ごみ（可燃ごみ等以外の畳，粗大ごみ〔家具な

ど〕，家電等を含む。）及び阿賀マリノポリス地区ストックヤードでの災害による土砂等につ

いて，１１月から日曜日の受入れを中止します。 

なお，平日，土曜日及び祝日については，引き続き受入れを行います。 

 

 

＜広多賀谷多目的広場での家庭から出た災害ごみの受入れについて＞ 

【受入日時】 ９時００分～１７時００分（※土・祝も受け入れます。） 

【受 入 物】 家庭から出た災害ごみ 

 

＜阿賀マリノポリス地区ストックヤードでの土砂の受入れについて＞ 

【受入日時】 ８時００分～１７時００分（※土・祝も受け入れます。） 

       ただし，１２時００分～１３時００分は受入れできません。 

【受 入 物】 土砂・土のう（がれき・流木混じり土砂を含む。） 

                                  

 

 

〔問合せ先〕 

＜土砂の受入れに関すること＞ 

          土木維持課 ２５－３２０８，港湾漁港課 ２５－３３３５ 

＜家庭から出た災害ごみの受入れに関すること＞ 

         環境政策課 ２５－３３０２ 
  

１１月から災害ごみ・土砂の受入日が変わります。 


